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教
育
基
本
法
・
学
習
指
導
要
領
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、

最
も
適
し
た
教
科
書
の
採
択
を
求
め
る
決
議

　

本
県
議
会
は
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
、
検
定
審
の
提

言
を
踏
ま
え
、
教
育
委
員
・
学
校
関
係
者
へ
の
教
育
基
本

法
改
正
、
学
校
教
育
法
改
正
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
つ

い
て
の
内
容
の
周
知
徹
底
を
は
か
る
と
と
も
に
、
教
育
基

本
法
の
目
標
及
び
学
習
指
導
要
領
の
目
標
や
内
容
を
達
成

す
る
た
め
、
最
も
適
し
た
教
科
書
を
採
択
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
。

「
子
ど
も
手
当
」
財
源
の
全
額
国
庫
負
担
を
求
め
る
決
議

　

政
府
の
平
成
二
十
三
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、「
子
ど

も
手
当
」
の
財
源
に
つ
い
て
、
地
方
に
対
す
る
十
分
な
協

議
も
な
い
ま
ま
、
平
成
二
十
二
年
度
限
り
の
暫
定
措
置
で

あ
っ
た
地
方
負
担
が
、
継
続
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

  

「
子
ど
も
手
当
」
の
よ
う
な
全
国
一
律
の
現
金
給
付
に
つ

い
て
は
、
国
が
全
額
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
地
方

の
一
貫
し
た
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
負
担
が
再
び

継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

  

地
方
財
政
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
の
よ
う
な
事
項
に

つ
い
て
、
地
方
か
ら
様
々
な
強
い
要
望
や
抗
議
の
態
度
が

示
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
の
相
談
も
情
報

も
な
く
、
一
方
的
に
方
針
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
民

主
党
政
権
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
る
「
地
域
主
権
」
の

理
念
に
反
し
、
そ
の
実
現
と
は
相
容
れ
な
い
行
為
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
県
は
、
国
に
対
し
、
平
成
二
十
三
年
度
以
降

の
「
子
ど
も
手
当
」
に
係
る
制
度
設
計
に
つ
い
て
、
直
ち

に
地
方
と
の
十
分
な
協
議
を
お
こ
な
っ
た
上
で
、
地
方
に

負
担
を
転
嫁
す
る
こ
と
な
く
、
国
が
全
責
任
を
持
っ
て
全

額
国
庫
負
担
と
す
る
よ
う
、
強
力
に
要
請
す
る
べ
き
で
あ

る
。

第
七
十
四
回
国
民
体
育
大
会
の
招
致
に
関
す
る
決
議

　

本
県
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
に
「
水
と
緑
の
ま

ご
こ
ろ
国
体
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
第
二
十
九
回
国
民
体

育
大
会
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
県
民
の
英
知
と
創

造
力
を
集
め
た
躍
進
茨
城
の
象
徴
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
ポ
ー

ツ
の
祭
典
は
、
県
民
の
体
力
の
向
上
と
気
力
の
充
実
を
図

る
と
と
も
に
、
明
る
く
豊
か
な
県
民
生
活
の
基
盤
を
つ
く
り
、

後
の
茨
城
県
の
発
展
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

こ
の
国
民
体
育
大
会
を
本
県
に
招
致
す
る
こ
と
は
、
ス

ポ
ー
ツ
の
振
興
は
も
と
よ
り
、
県
民
の
連
帯
感
や
郷
土
意

識
を
醸
成
し
、
活
力
に
満
ち
た
生
活
大
県
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
に
も
、
大
い
に
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
茨
城
県
議
会
は
、
平
成
三
十
一
年
の
第

七
十
四
回
国
民
体
育
大
会
を
本
県
に
招
致
す
る
こ
と
を
強

く
要
望
す
る
。

議
員
提
出

○
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
期
末
手
当
の
特
例
に

　

関
す
る
条
例

○
茨
城
県
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
、
期
末
手
当
及
び

　

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
か
七
件

知
事
提
出

◆
平
成
二
十
三
年
度
当
初
予
算
関
係

○
一
般
会
計
予
算
（
一
件
）

○
特
別
会
計
予
算
（
十
五
件
）

○
企
業
会
計
予
算
（
六
件
）

◆
平
成
二
十
二
年
度
補
正
予
算
関
係

○
一
般
会
計
予
算
（
一
件
）

○
特
別
会
計
予
算
（
十
五
件
）

○
企
業
会
計
予
算
（
五
件
）

◆
条
例
の
制
定

○
茨
城
県
流
域
下
水
道
事
業
基
金
条
例

◆
条
例
の
一
部
改
正

○
茨
城
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

ほ
か
十
五
件

◆
そ
の
他

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

○
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
に

つ
い
て

 

ほ
か
十
一
件

「
子
ど
も
手
当
」
財
源
の
地
方
負
担
等
に
反
対
し
、
民
主

党
衆
議
院
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
早
期
の
撤
回
・
見
直
し
、

被
災
地
の
復
興
支
援
を
求
め
る
意
見
書

　

政
府
に
お
い
て
は
、「
子
ど
も
手
当
」
に
係
る
制
度
設
計

に
つ
い
て
、
直
ち
に
地
方
と
の
十
分
な
協
議
を
行
い
、
地

方
に
負
担
を
転
嫁
す
る
こ
と
な
く
、
国
が
全
責
任
を
持
っ

て
全
額
国
庫
負
担
と
す
る
よ
う
、
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
中
、
政
府
・
与
党
は
、
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
の
検
証
を
今
年
の
九
月
を
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
行

う
旨
を
述
べ
て
い
る
が
、
今
般
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地

震
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
日
本
経
済
を
破
綻
さ
せ
な
い
た

め
に
も
一
刻
も
早
い
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
撤
回
・
見
直
し
が

急
務
で
あ
る
。

　

政
府
・
与
党
は
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
与
野

党
協
議
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
先
ず
は
子
ど
も
手
当
を

は
じ
め
と
す
る
バ
ラ
マ
キ
政
策
を
撤
回
し
、
被
災
後
の
窮

状
に
あ
え
ぐ
事
業
者
の
金
融
支
援
や
、
災
害
対
策
予
算
の

充
分
な
確
保
等
の
見
直
し
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

　

国
民
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
そ
の
も
の
に
対
す
る
信
頼
も
揺

ら
い
で
お
り
、
財
源
の
甘
い
見
通
し
に
よ
り
、
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
の
実
現
が
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
率
直
に
国
民
に
謝

罪
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
撤
回
・
見
直
し
を
行
う
以
上
、

衆
議
院
を
解
散
し
て
国
民
に
信
を
問
い
直
す
こ
と
を
強
く

要
望
す
る
。

農
業
農
村
整
備
事
業
費
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書

　

国
会
及
び
政
府
に
お
い
て
は
、
次
の
と
お
り
、
国
内
農

業
の
根
幹
で
あ
る
食
料
生
産
を
支
え
る
農
業
農
村
整
備
事

業
を
着
実
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
財
源
を
確
保

す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

大
幅
な
削
減
と
な
っ
た
ま
ま
の
農
業
農
村
整
備
事
業
予

算
に
つ
い
て
は
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
事
業
や
今
後
新

た
に
取
り
組
む
事
業
が
計
画
ど
お
り
実
施
で
き
る
よ
う
、

必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。 （

要
旨
）

意
見
書

継
…
継
続
審
査

常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

請
願
の
審
査
結
果

継継

環
境
商
工
委
員
会

○
ト
ン
ネ
ル
じ
ん
肺
根
絶
の
抜
本
的
な
対
策
に
関
す
る
請
願

○
家
族
従
業
者
の
人
権
保
障
の
た
め
「
所
得
税
法
56
条
の
廃
止
を
も

　

と
め
る
意
見
書
」
採
択
に
つ
い
て
の
請
願

保
健
福
祉
委
員
会

○
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
運
営
に
つ
い
て
の
請
願

継

■３月22日(火) 本 会 議
（委員長報告、採決、閉会）

本 会 議■２月28日(月)
（開会・知事提出議案説明）

■３月３日(木)
　　　４日(金)

本 会 議
（代表質問・質疑）

■３月７日(月)
　　　８日(火)
　　　９日(水)

本 会 議
（一般質問・質疑）

■３月10日(木)
　　　11日(金)

常 任 委 員 会

決　

議

第1回定例会の主な日程今
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た
主
な
議
案


